
資料１－２－２ 

 

 

 

 

関係資料（２） 

Ⅱ． 

 ２．雇用 

 ３．起業・自営業その他の働き方 

 ４．公務員 

 

 





































75 

資料６４ 

 

○ 労働基準法（抄） 

 

 

（均等待遇） 

第３条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、

労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 

（男女同一賃金の原則） 

第４条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男

性と差別的取扱いをしてはならない。 

   （略） 

（時間外、休日及び深夜の割増賃金） 

第３７条 使用者が、第３３条又は前条第１項の規定により労働時間を延長し、

又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働について

は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割以下の範

囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ

ばならない。 

   （略） 

３ 使用者が、午後１０時から午前５時まで（厚生労働大臣が必要であると認

める場合においては、その定める地域又は期間については午後１１時から午

前６時まで）の間において労働させた場合においては、その時間の労働につ

いては、通常の労働時間の賃金の計算額の２割５分以上の率で計算した割増

賃金を支払わなければならない。 

４ 第１項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当そ

の他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 

   （以下略） 





























（出典）「平成14年就業構造基本調査」（総務省）
注）１．「うち新規開業者」は、自営業主のうち、調査前1年間に転職又は新たに就業した者の数である。

　　２．「開業希望者」は、「転職希望者」については就業者であって転職を希望する者、「追加就業希望
者」については就業者であって追加就業を希望する者、「就業希望者」については無業者であって就業を
希望する者のうち、それぞれ「自分で事業をしたい」とする者の数である。

資料７６　　男女別にみた新規開業者及び開業希望者
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資料８３　　政府系金融機関の融資担当者又は管理職の男女比率

うち女性 女性割合 うち女性 女性割合

中小公庫 1,127 326 28.9% 591 4 0.7%

国民公庫 3,398 664 19.5% 1,398 11 0.8%

商工中金 1,848 356 19.3% 807 1 0.1%

合計 6,373 1,346 21.1% 2,796 16 0.6%

（注1）

（注２）

（注３）

中小公庫は平成１６年１月１日時点。また、「融資担当者」とは営業部店に在籍する融資を担当する
職員（但し、支店長・次長及び総務を主担当とする職員を除く）。「管理職」とは調査役以上の職員。

商工中金は平成１６年１月１日時点。また、「融資担当者」とは営業店における融資部門に従事する
管理職以外の職員、「管理職」とは本部・営業店における次長職以上の職員。

融資担当者 管理職

国民公庫は平成１５年１０月１日時点。また、「融資担当者」とは融資全般に従事する職員。「管理職」
とは調査役以上の職員。
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